
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

□法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２1条第７項に
該当するファイル
□有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

※保有個人情報に係る記録の場合、「個人情報ファイル」は「保有個人情報」と読み替える

12 個人情報ファイルの種別
■法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない

なし

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

内容

住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出者等ファイル

国分寺市長

市民生活部　市民課

住民基本台帳法第１１条の２に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧申
出を受ける際に、申出者等の事項を明らかにし閲覧事項が適切に取り扱わ
れるか確認するため。

①申出者（共同申出者・閲覧事項取扱者を含む）
1住所、2氏名
②申出者が法人等の場合の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う
者（共同申出者・閲覧事項取扱者を含む）
１部署名、２氏名
③申出者が法人等の場合の本件閲覧申出にかかる責任者（共同申出者・閲
覧事項取扱者を含む）
１住所、２役職名、３氏名
④閲覧者（実際に閲覧を行う人）
１住所、２氏名
⑤窓口に来た人
１住所、２氏名
⑥閲覧について委託等代理権を授与されている場合の委託元
１住所、２氏名
⑦閲覧者に変更が生じた場合の変更後の閲覧者
１住所、２氏名

①申出者（共同申出者・閲覧事項取扱者を含む）
②申出者が法人等の場合の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う
者（共同申出者・閲覧事項取扱者を含む）
③申出者が法人等の場合の本件閲覧申出に係る責任者（共同申出者・閲覧
事項取扱者を含む）
④閲覧者（実際に閲覧を行う人）
⑤窓口に来た人
⑥閲覧について委託等代理権を授与されている場合の委託元
⑦閲覧者に変更が生じた場合の変更後の閲覧者

申出者から住民基本台帳閲覧申出書に記載する方法より収集

含まない

なし
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